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１． 将来計画 
−第 4 次中期計画及びアクションプランは 2019 年 4 月〜2022 年 3 月− 

 
１．１．点検評価の基準項目 
 将来計画及び中期アクションプランの作成と進捗状況と改善に向けたフィードバック 
 
１．２．自己判定 
 基準を満たしている。 
 
１．２．１．自己判定の理由 

1．第 1 次中期計画（2019 年 4 月〜2022 年 3 月）の進捗状況と自己点検・評価結果を踏
まえ、アクションプランに照らし確認を行った。 

2．各委員会の委員長からの報告に基づき 2019 年 4 月〜2022 年 3 月の実績をまとめて共
有化するとともに、2022 年度からの第 2 次中期計画及び中期アクションプランおよび
改善活動に結びつけるべく検討を開始した。 

 
(エビデンス) 

① 事業創造大学院大学の将来計画・理念 
② 将来計画及び中期アクションプラン 
③ 将来計画推進委員会・自己点検評価委員会共催委員会議事要旨 

 
１．２．２．問題点 

特になし 
 
１．３．改善 

1．各委員会の 2019 年度の自己点検評価書および 2019 年度〜2021 年度のアクションプ
ランの進捗状況を踏まえ、対応策の検討を行い、第 2 次中期計画および中期アクショ
ンプランについての検討を開始する。 

2．各委員会の「自己点検・評価」結果を「アクションプラン」に反映させ、改善活動に
結びつけるために、引き続き、PDCA の両輪として将来計画推進委員会と自己点検評
価委員会の一体運営を行うこととする。 

 
１．４．将来計画および中期アクションプランへの反映 

2019 年度の進捗状況を確認した上で、問題点・課題の洗い出しを行う。それをもと
に、第 2 次中期計画および 2022 年度〜2024 年度アクションプランの構想に反映させ
る。 
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１．５．今後の向上方策 

2019 年度の進捗状況と将来計画および中期アクションプランの具体的施策を踏まえ、
各委員会と協力しながら次年度のアクションプランに改善施策として反映し推進を図る。 

 
 
２． 教務 
２．１．点検評価の基準項目： 

① 授業運営の適切性・公平性に関する事項 
② オフィスアワー、プレゼミ、日本語教室に関する事項 
③ 入学、退学、転学、留学、休学、復学及び除籍に関する事項 
④ 転入学及び再入学に関する事項 
⑤ 成績評価、試験（入学者選抜試験を除く）、進級及び修了に関する事項 
⑥ 研究生・科目等履修生及び特別聴講学生等に関する事項 
⑦ 質保証ツールの開発 
 

２．２．自己判定： 
 教務委員会としての基準を満たしている。 
 
２．２．１．自己判定の理由 

授業・オフィスアワー・学籍・成績・試験・科目履修生等に関する事項は適切・公平に運
営がなされた。詳細は以下のとおりである。 
1．授業運営の適切性・公平性に関する事項 

授業運営に関して、教務委員会への院生からの申し出や、講義出席カードへの院生から
の要望記入、講義アンケート等によって情報を把握し、適切・公平に運営する仕組みとし
ている。 

2．オフィスアワー、日本語教室、導入教育に関する事項 
各教員のオフィスアワーについては、学内掲示と学内ホームページ、シラバス内に記入

することによって院生に周知されている。 
日本語教室については留学生の日本語能力の向上のため外部講師を招聘し、講義内容

の理解促進、事業計画書作成、就職活動などを進めるためにも、Ｎ１取得を目標として開
催している。 

また日本語教室開催と同様の主旨にて、カリキュラムの「基礎科目群」に先立つ基礎的
教養知識を必要に応じて補うための導入的な位置づけの教育として、対象者をプレース
メントテスト等で特定して、導入教育科目「簿記・会計基礎」、「PC リテラシー」を実施
している。 
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3．入学、退学、転学、留学、休学、復学及び除籍に関する事項 
学籍異動についても適切になされた。本学は、教育目的にしたがった学位授与方針とし

て「ディプロマポリシー」を定め明確化している。修了に関しては教授会における修了判
定会議にて研究科長を中心に厳正に判定している。 

2020 年 9 月末(2020 年度春学期)修了者に関しても 7 名の日本人と 13 名の留学生（外
国籍者）からなる計 20 名の修了者を適切に輩出している。2021 年 3 月末(2020 年度秋学
期)修了者に関しては、日本人 20 名、留学生 26 名計  46 名の修了者を輩出した。 

4．転入学及び再入学に関する事項 
 該当者がいなかった。 

5．成績評価、試験（入学者選抜試験を除く）、進級及び修了に関する事項 
単位認定や成績評価などの公平性を保つためには、「事業創造大学院大学成績評価異議

申立規程」を定めている。学生が成績評価について客観的な疑義があるとする際には申し
出ることが可能であり、教務委員会と研究科長により厳正に審査が行われるといった制
度運用を実施している。また、この異議申立の制度については入学オリエンテーションや
在学オリエンテーションにおいて周知徹底し、学内サイトよりいつでも申立書をダウン
ロードできる環境となっている。 

今年度は秋学期において、成績評価に対する異議申立が 1 件発生した。担当教員（演習
担当）に対して事実確認と対応について協議の結果、当該異議は妥当と認められず、成績
評価について修正をおこなわなかった。 

さらに、単位認定、修了要件などについては「事業創造大学院大学履修規程」、「事業創
造大学院大学学位規程」が定められており「学生便覧」、「本学ホームページ」に掲載し学
生に周知徹底されている。 

6．研究生・科目等履修生及び特別聴講学生等に関する事項 
科目等履修生についても在学生同様の運用がなされたため問題はなかった。特別聴講

生、研究生の該当者はいない。 
 

エビデンス： 
1. 教務委員会議事録 
2. 学籍異動に関する教授会報告資料 
 

データ： 
1. オフィスアワー実績 
 

分析方法： 
1. 教務委員会議事録の内容分析（定性的分析） 
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２．２．２．問題点： 
1. 入学後半年の間、講義を受けていない専任教員とは接触が少なく、面識が無いケースも

ある。 
2. 新型コロナ感染症影響から新潟に来れない学生が発生。また学生に登学自粛を要請せざ

るをえず、オンライン履修にかかる教育の質の保持と、対面講義に出席できない学生の不
満への対応が必要。 

 
２．２．３．提案 
1. COC＋の社会人学び直し WG での成果を活用して、地域企業のニーズに応じた実践的

なケーススタディを実施する。 
2. 従来公益財団法人環日本海経済研究所に取りまとめを依頼し、毎回異なるゲスト講師の

講演を聴く形態で実施していた講義科目「新興国経済と日本の中小企業」の内容を、2019
年度（秋学期）より改定したが、当科目の 2020 年度からの春学期への移動に伴いさらな
る改定を実施した。具体的には企業経営者等であるゲスト講師の講演回数 5 回から 4 回
に減らし、一方日本海経済研究所役職員や本学教員による学修基盤形成強化のための総
括的講義時間を設けた。なおゲスト講師の講演をもとに本学教員のリードにより議論を
深める基本的な形態は不変とした。実践的教育の強化の見地より、この講義形態のブラッ
シュアップを継続実施する。なお、同講義科目の実施について諮問委員会（教育課程連携
協議会）での報告がなされ、好評価を得た。 

3. ゼミの配置のあり方を見直すことにより、高度職業人（起業家養成）教育を推進する。 
4. 教育目標達成状況確認のため、引き続き入学生、修了生に対して質問紙調査を実施し、

定量評価に基づく長期的な定点観察を実施していき PDCA に反映する。 
5. 学生の登学が困難な状況に対応するためのオンライン教育システム（対面とオンライン

のハイブリッド運用のための施設・システムを含む）の拡充と、教育の質保持のための情
報共有等対応、加えて新潟以外に居住する学生についての現況把握ほか管理を実施する。 

 
２．３．改善 
1. 教育の質確保、質向上のため諮問委員会を定期的に開催し PDCA サイクルへ反映させ

る仕組みを推進している。2019 年度からは新法制に基づき、同諮問委員会に教育課程連
携協議会としての機能を求めることとし、教育課程の一層の質向上を図る。 

2. プレゼミ発表会において演習担当教員のゼミ紹介時間を設置することにより、入学初年
度の最初の学期に講義を受けていない専任教員についても、専門領域とゼミの運営方針
について認識を深められるようにしている。 

3. 履修登録期間中に希望者に対して、教員と事務局メンバーによる、履修相談会を設置し、
よりきめ細かく学生の不安を解消させ、ミス無く希望に基づいた履修登録を実施してい
る。 
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4. シラバス執筆要領を整備し、全教員へ提示。SDFD 委員会 FD 部会で執筆要項の説明会
を実施し、アクティブラーニング要素やゲスト講師、事前事後学習の具体的内容やフィー
ドバック等についての記載を徹底。「シラバス」も、「学習成果」の獲得に向けた具体的な
計画としてより一層機能させることを目指す。 

5. 本学が目指す人材を効果的に育成する教育をしていくため、成績評価を行うためのガイ
ドラインを改善し全教員へ示し・確認している。本学の「カリキュラムポリシー」に基づ
き、全体を最適化させ、効果的に人材育成を行っていくために、成績評価の重要事項につ
いて共通仕様を定めた。 

6. ゼミ指導教員とは別個に、随時、相談できる副指導教員制度を導入している。 
7. オフィスアワーについて学内サイトにおいても周知徹底している。 
8. 2019 年度より講義科目に新たに科目コードを付与。各講義科目の配当されている分野

や履修年次、単位数、履修条件、受講レベルを明確化し、学生に対して「どの科目を履修
すべきか」を分かりやすくしている。 

9. 2020 年度に一部科目に導入したルーブリックについて、活用の拡大をおこなう。 
 
２．４．将来計画および中期アクションプランへの反映 
1. 上記提案内容を新中期計画およびアクションプランに反映させる。 
2. 諮問委員会からの諮問内容を踏まえ、継続的な PDCA サイクルを回していく。 
 
２．５．今後の向上方策 
1. 今後のカリキュラム改善に向けてその講義運営方法やカリキュラムの整合性について

検討を継続する。 
2. 2020 年度の自己点検評価の結果を踏まえた新たな将来計画に基づき、2021 年度のアク

ションプランを着実に実行に移す。 
 
 
３． 演習 
３．１．点検評価の基準項目 
 「演習の内容を組織的かつ継続的に改善する」という目的の達成状況の評価とフィードバ
ック 
 
３．２．自己判定 
 基準を満たしている。 
 
３．２．１．自己判定の理由 
1．毎月の演習委員会で各ゼミの演習進捗状況報告を行い、全院生の演習での活動状況を全
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演習指導教員が把握し、改善点・課題について検討を行い、順次課題について改善策を実
施した。 

2．2019 年の演習行事について、2019 年度演習委員会自己評価点検報告書、ドメイン毎の
2019 年度〜2020 年度アクションプラン及び進捗状況、2020 年度自己点検・評価のしく
み、の各案を作成し、2020 年度 5 月演習委員会で検討、採択した。 

3．2020 年度には分野別認証評価が実施された。それに対応する所要の資料類の作成など準
備を進め、認証評価の際にはオンラインで面談に対応した。 

4．研究委員会からの要請を受けて、2019 年度秋学期から「事業計画作成マニュアル」、並
びに、「プロジェクト報告書ガイドライン」の編纂を行った。「事業計画作成マニュアル」
は、各教員の指導の柔軟性を加味し「事業計画書目次例」とし、2019 年度 3 月演習委員
会で審議し承認され、研究委員会へ付議された。「プロジェクト報告書ガイドライン」は、
2020 年度 5 月演習委員会で審議し承認され、研究委員会へ付議された。 

5．ポスターセッションのポスターテンプレートを、2020 年度より導入して、ポスターセッ
ションの準備指導の標準化と同審査の合理化に努め、一定の成果が認められた。 

6．コロナ禍により、プレゼミナールおよび演習がハイブリッド形式とオンライン形式とな
った。各教員、オンライン中心のゼミ運営に徐々に慣れ、成果物としての各発表会へとつ
ながった。 

7．「プレゼミナール発表会」では、エレベーターピッチ形式の発表を、春学期は演習開始時
期が遅れたため 8 月 26 日（水）と 27 日（木）に、秋学期には 2 月 3 日（水）に行った。
コロナ禍によりオンラインでの開催となった。春学期はこれらプレゼミ発表会を通じて、
M1-1 院生が取り組む研究テーマおよび専門職学位成果物の形式を、より適切に全学的に
周知することができた。 

8．春学期の「演習Ⅰポスターセッション」は、コロナ禍によりオンラインでの開催となっ
た。演習開始時期が遅れたため、9 月 1 日（火）に開催した。秋学期の「演習Ⅰポスター
セッション」は、コロナ禍によりオンラインでの開催となり、2 月 9 日（火）に開催した。
いずれも、当事者 M1-2 以外の院生参加者も多く、ゼミの垣根をこえた議論の場をもつこ
とができた。表彰については、前年度の改革を継承して、学生投票による魅力部門、教員
投票（各３票持ち）による学術的評価部門および事業計画有望性部門の３部門に分けて行
った。投票および表彰は大いに盛り上がり、学内のモティベーション喚起に貢献した。 

9．中間発表会、公開審査会は、春学期・秋学期共に前年度と同様に公開形式で実施した。
コロナ禍によりオンラインでの開催となった。学生参観者は、自分の順番を待つ、或いは
学友の発表を見守る同学年生が中心となり、学位審査プロセスの見学機会となるのと同
時に、発表の場に緊張感ある良い空気を醸成するのに資した。また、これら行事の発表セ
ッションの進行に、主査を座長とする学会方式を導入し、柔軟で密度が濃い運営に資した。 

10．春学期の演習行事は例年 8 月上旬に組まれることが多く、税理士国家試験と重複しが
ちなことから、税理士試験受験者に支障がないよう税法コース学生の演習発表行事は日
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程上、適切な配慮を行うことが定着し、翌年度の行事計画についても、予め国家試験日程
を勘案して行うよう努めた。 

11．外部有識者（ファンド関係者・企業経営者・専門家など）を招き、学内で発表を希望し
た院生による「2020 年度ビジネスプラン・研究成果発表会」（2021 年 2 月 27 日（土））
を開催した。コロナ禍によりオンラインでの開催となった。そのため、昨年度まで設置し
ていたポスター発表は実施しなかった。ビジネスプラン発表 5 件の報告が行われた。本
発表会を通じて本学起業家が外部有識者との間で活発な質疑応答を行って学内外のネッ
トワークと認識を共有し、有益なアドバイスを得る機会となった。 

12．2020 年度 EIT について 6 月度教授会（6/17）の承認に基づき定期募集を行った。締切
日（6/31）迄に新田悠弥（学籍番号 11192058）「音楽ライブの生配信事業」の応募があ
り、書面審査と 7 月度演習委員会（7/8）の承認に基づき本年度 EIT に採用した。新田院
生について EIT 担当教員岸田教授は毎週水曜の演習Ⅱ出席時を利用して指導し、都度、
演習委員会にて進捗状況を報告した。また、「女性起業家塾」（2021 年 2 月 26 日（金））
と「2020 年度ビジネスプラン・研究成果発表会」（2021 年 2 月 27 日（土））にて成果を
発表した。 

 コロナ禍を考慮した臨時採用として張欽（学籍番号 11202011）について、2 月度演習委
員会（2/3）の承認に基づき EIT に採用した。創業予定現地調査のため中国滞在中の張院
生について EIT 担当教員岸田教授は Teams 遠隔個別面談時を利用して指導し、都度、演
習委員会にて進捗状況を報告した。 

13．ゼミ長会は演習委員長と連携して恒例となった学内院生自主行事企画、および、学期末
の修了式後の祝賀懇親会企画に取り組んだ。コロナ禍のため、学内院生自主行事企画は困
難であり、春秋ともに学期末の修了式後のオンライン祝賀懇親会企画のみの実施となっ
た。 

14．各ゼミの演習 I 期の学生人数が過度にばらつくこと、また、従来ランダムに配属してき
た結果、プレゼミ生が必ずしも指導に最適なゼミに配属されず再度配属替えを申請する
件が立ったことに鑑み、2019 年度春学期より実施しているプレゼミ配属改革を継続した。
オンラインゼミ開催となり、第 1 回目の演習時間を M1-1 学生のゼミ見学日と位置付け、
入学直後に見学希望ゼミを採り、演習委員会で調整して見学スケジュールを作成し、見学
後プレゼミ配属希望を採り、基本的に 2 回目の演習時間より参加できるようにプレゼミ
配属を決定し周知した。また、ゼミ定員を 15 名上限とし、演習 I 後異動した学生数を加
味し、学年ごとの配属人数が大きく偏らないように、各ゼミの配属人数の平準化した。 

 
(エビデンス) 
１．2020 年度演習委員会議事録 
２．2020 年度演習進捗状況報告書 
３．2020 年度各種審査実施要領 
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４．2020 年度演習行事総括 
５．2020 年度ビジネスプラン・研究成果発表会プログラム 
６．2020 年度ビジネスプラン・研究成果発表会 外部支援者・在学生・修了生 出席者

リスト 
７．事業創造大学院大学ゼミ長会会則 

 
３．２．２．問題点 

1．ゼミ配属改革は PDCA の第１サイクルに入った段階であり、改善効果を見極める必要
がある。 

2．EIT 制度が当初想定しなかった新潟地域外、しばしば海外で起業準備を行う学生に適
用されることが増えているため、こうした事案に関する対応を明確にしておくことが
望ましい。 

3．全学的取り組みとしてのゼミ長会活動は定着しつつあるが、その活発さは、ゼミ長会
長、乃至、ゼミ長会執行部数名のやる気とリーダーシップに負う面が大きいとみられ
る。懇親会や自主行事の資金集めへの抵抗感が、毎期の執行部を悩ませる課題となっ
て、ゼミ長会活動をスポイルしないよう配慮することが、ゼミ長会活動の一層の活発
化を図るために望ましい。また、オンラインでのミーティングとなり、行事の実施に
ついて、オンラインの特徴を活かしたものを考える必要がある。 

４．オンラインでの演習行事の実施方法について、毎回の反省点を挙げ、改善していく必
要がある。 

 
３．２．３．提案 

１．新潟地域外での起業活動を前提とした EIT 学生のビジネスプランは一様でないため、
前例を踏まえた処遇をしつつ、演習担当および EIT 担当教員が継続的にカウンセリ
ングして、学生に必要な支援や待遇、適切な管理方式を工夫していくこととした。 

2．演習委員長からゼミ長会執行部へ、コロナ禍での各ゼミ長の置かれている状況やオン
ライン環境下を考慮し、無理のない範囲での行事を考えるようにアドバイスした。 

３．演習行事の実施方法について、行事後の春学期と秋学期に議論する場を設ける。 
 
３．３．改善 

1．2020 年度のプレゼミ配属に関して、2019 年度の反省から見学 1 回とし、配属時期を
早めるようにした。 

2．過年度の地域外起業 EIT 修了生２名（モンゴル１、中国１）とは演習指導教員がメー
ル乃至 SNS を介して随時情報交換しており、今後の新潟地域外起業 EIT 学生処遇に
資する前例・経験の蓄積がなされている。 

3．専門職学位成果物作成要領の編纂について、「プロジェクト報告ガイドライン」および



 
 
 

13 
 

「事業計画書目次例」が完成し、学内サイトで公開された。 
 
３．４．将来計画および中期アクションプランへの反映 

1．2019 年度演習行事総括を踏まえて演習行事のより円滑かつ効果的な運営ができるよ
うに務める。 

2．EIT のより効果的な運用に資するため学内外の関連部署・組織などとの連携拡大に努
める。 

3．オンライン下のゼミ長会活動の一層の活発化を図る。 
 
３．５．今後の向上方策 

1．月次演習委員会での各ゼミ演習進捗状況報告による情報共有を通じた演習指導の改善
点や課題検討を引き続き行い、関係する演習委員が適宜連携して、順次課題について
改善策を実施する。 

2．期末演習行事を前例に捉われずスケジュール段階から見直し、運営の改善と教育効果
の向上を図る。 

3．EIT 院生指導について、新潟地域活性化研究所など学内部署や、ビジネスプラン・研
究成果発表会参加外部有識者などとの連携を積極的に行い、事業創造の実践を支援す
る。 

4．ゼミ長会の活動を活発化するため、ゼミ長が参加しやすい負担の少ない運営を進め、
各ゼミの積極的な関与を推進する。 

 
 
４ 研究 
４．１．点検評価の基準項目： 
目的：研究科における研究活動の促進、支援体制を構築し、研究活動の活性化と研究内容の
質的向上に取り組む 

① 研究活動および成果の量的向上の支援の実施 
② 研究活動および成果の質的向上の支援の実施 
③ 科研費を含む外部競争的研究資金獲得に向けた支援の実施 
④ 学内外における共同研究の実施および参加促進のための支援の実施 

 
４．２．自己判定 
 研究委員会は全体として概ね基準を達成している。 
 
４．２．１自己判定の理由 

基準項目別の点検・評価事項・方法と体制そしてタイミングにより、以下の自己評価を得
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た。 
1．研究活動および成果の量的向上のため、研究委員会と教員組織および事務局との情報共

有・連係の下、全学的な支援体制確立のための組織的な活動が円滑に行われた。特に、学
術論文作成のための教育充実に資する専門職成果報告書作成マニュアルの編纂を引き続
き推進し、「プロジェクト報告書ガイドライン」制定、「学術論文執筆の手引き」案完成、
「事業計画書目次」草案作成の成果を得た。 

2．研究活動および成果の質的向上のため、研究委員会と教員組織および事務局との情報共
有・連係の下、全学的な支援体制確立のための組織的な活動が円滑に行われた。特に、学
術論文の査読体制を強化するための剽窃防止ソフトウェアの導入を決め、図書委員会と
連携した情報支援体制の構築に一応の完成をみた。 

3．科研費を含む外部競争的研究資金獲得に向け、研究委員会と教員組織および事務局との
情報共有・連携の下、多数且つ多様な競争的資金への応募促進を図っており、また、応募
のつど支援を行っている。 

4．学内外における共同研究の実施および参加促進のため、適宜・的確に対応が行われた。
特に特別奨励研究費研究などに於いて、新潟県内外の大学、地域企業との協力や連携を重
視した活動に支援を行った。 

5．研究活動および成果の量的・質的向上、科研費を含む外部競争的研究資金の獲得、そし
て、学内外における共同研究の実施および参加促進のため、研究倫理審査委員会規程の改
訂を検討し、人を対象とする研究に関する関係三省ガイドラインの統合を反映した改正
案を作成した。 

6．これら研究分野での自己点検評価の根幹となる研究活動報告書の様式を制定し、全専任
教員からの提出を試行的に開始した。また、これら研究活動報告書の情報により学内外で
の共同研究活動企画などの活性化に資すべく、情報共有方法についての検討を重ね、保
管・閲覧体制構築を概成した。 

 
（エビデンス） 
1. 月次委員会議事録 
2. 月次定例報告書（教授会提出） 
3. 2020 年度研究活動報告書 
4. 専門職成果報告書作成マニュアル（「プロジェクト報告書ガイドライン」、「学術論文執
筆の手引き」案、「事業計画書目次」案） 
5. 2021 年度科研費学内応募状況一覧 
6. 2020 年度外部競争的資金獲得状況一覧 
7. 2020 年度外部競争的資金公募告知メール記録 
8. 2020 年度特別奨励研究費報告書 
9. 事業創造大学院大学研究倫理審査委員会規程改定案 
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10. 研究活動報告書閲覧申請書様式 
 
（分析方法） 

1. 各教員による研究活動報告結果を定量的に分析する。 
2. 各教員による研究活動内容について定性的に分析する。 
3. 外部競争的研究資金の獲得状況について定量的に分析する。 

 
４．２．２．問題点： 

1. 自己点検評価の根幹となる研究活動報告書フォーマットは作成されたが、運用が開始
されておらず、また、学内から収集した研究活動情報を利活用する仕組みがない。 

2. 研究倫理審査委員会規程が、準拠すべき関係省庁ガイドラインの規定変更にも関わら
ず制定以来内容が整備されておらず陳腐化している。 

 
４．２．３．提案 

1. 研究活動報告制度導入し、全専任教員から研究成果報告書フォーマットに昨年度の研
究成果実績の記入し提出させ、学内から収集した情報の共有体制を構築する。 

2. 最近の関係省庁ガイドラインに適合するよう、研究倫理審査委員会規程の改訂を図る。 
 
４．３．改善 
 1. 研究活動報告制度を試行的に導入し、全専任教員から研究成果報告書フォーマットに

昨年度の研究成果実績の記入と 2020 年度春学期中の提出を受け、学内から収集した情
報の共有体制を概成した。 

2. 研究倫理委員会規程を、新潟医療福祉大学の先例、および、新潟大学専門職員の助言
などを参考に、2021 年度から施行される関係三省統合ガイドラインに適合する内容の
改正案を作成した。 

 
４．４．今後の向上方策、将来計画および中期アクションプランへの反映 
 1. 研究活動報告制度の導入により学内から収集した研究活動情報の共有体制を概成し

たので、研究委員会として定量的・定性的な分析を適切に実施する仕組みを検討する。 
2. 試行した研究成果報告書フォーマットを、記入した専任教員の意見に基づき見直す。 
3. 研究委員会とＦＤ・ＳＤ委員会が連携し、科研費等外部競争的資金獲得に係る研修会

等の企画、アントレデザインなど本学コア研究領域に係るテーマの研究組織化の検討
を進め、早期の具体化を図る。 

4. 研究倫理委員会規程改正案の学内承認を得て、2021 年度秋学期を目途に施行を図る。 
 
５  学生業務 
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５．１．点検評価の基準項目 
学生業務の状況･実績との評価とフィードバック（評価の視点は、学生対象サービス業務

のプロセス・効率を組織的・継続的に改善し、成果を上げること） 
①学生サービス業務継続のための組織の維持 
②学生の生活と施設利用・学費含む環境改善への支援と指導 
③学生の課外活動や学内学生団体の学内外交流活動について把握・案内と保険・安全面を

支援 
④学生の心身健康状態把握と健康安全への支援 
⑤（学生フォローアップのため）修了生の把握と名簿更新 
⑥これら学生サービスについて、学生意見をくみ上げる仕組みの維持 

 
５．２．自己判定 
 学生業務について、学生委員会は全体として概ね基準を達成している。 
 
５．２．１．判定理由 

1．学生委員会と教員組織との情報共有・連係の下、学生サービス、厚生補導のための組
織的な活動が円滑に行われた。 

2．新型コロナ感染拡大防止のため、学生の生活様式の変化に伴い、オリエンテーショ
ンなどで学内外での行動について徹底を図っている。また、学生の県外移動時の届け
による行動把握により、学生の安全確保に努めている。 

3．従来、学生の課外活動や学内ないし学外・地域との交流機会を把握した際に、都度、
必要に応じて学災保険適用の支援を行う準備を整え、支援を行っていたが、20 年度
は、新型コロナ感染拡大防止のため、活動が制限されていた。 

4．学校医およびメンタルヘルス担当の臨床心理士を学内の保健室に配置し、心身健康
状態の把握と健康安全の支援を実施している。予防的にも実際の傷病事案にも適宜・
的確に対応が行われた。心身面で心配のある学生については、教職員が連携し、臨床
心理士への相談も含めて対応している。 

5．全修了生に対し、状況把握記入票を送付する調査を毎年継続することにより、修了
生の連絡先・近況など、把握済みの修了生の拡大・情報の更新が行われている。 

6．学生意見をくみ上げる仕組みとして、日々の支援や面談、月次委員会での報告、定期
的な学生アンケート調査を実施し、その情報を共有し、評価・改善に取り組んでいる。
また、演習Ⅰ履修前の新入留学生を中心に、プレゼミ担当教員による個別面談が行な
われ、学生委員会と情報を共有し、対応を行っている。 

 
（エビデンス） 

1. 月次委員会議事録 
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2. 月次定例報告書（教授会提出） 
3. 定期健康診断状況の記録（6 月、12 月） 
4. 学生委員会調査票（7 月）及び調査結果の集計要約（10 月） 
5. プレゼミ面談記録（7 月、11 月） 
6. 在籍・正課履修・出席状況の記録 

 
（分析方法）主に定性的分析手法 

1. 細目にある支援の日常結果や在籍・学費納入・正課履修・出席状況の記録を共有、分
析し、月次委員会で対応を議論 

2. 定期健康診断状況の記録を保管し、専門家の助言を得ながら適切な処置を実施 
3. 学生委員会調査結果を共有、分析、対応し、月次委員会で議論 
4. プレゼミ生（新入生）面談記録を共有、分析、対応し、月次委員会で議論 
5. 修了生状況把握調査の結果数値や内容を把握し月次委員会で議論 

 
５．２．２．問題点 
  従来から、学生間での交流を深める取り組みを希望する声が上がっている。開催に向け

ては、多くの学生が参加できる内容、日程、場所確保などの課題がある。なお、20 年度
は、新型コロナ感染拡大防止のため、交流に対する取組みの具体化はできていない。 

 
５．２．３．提案 
  学生間での交流については、学生委員会だけでは解決できないため、事務局含めて検討

を進める。 
 
５．３．改善 

事務局と学生委員会で、学生間での交流機会の更なる拡大に向けた具体化に向け検討
を行い、実施できるようにする。 

 
５．４．今後の向上方策、将来計画および中期アクションプランへの反映 

2019 年度にみられた学生有志グループによる学内、学外に於ける活動の活発化につい
ては、20 年度は新型コロナ拡大防止のため、具体的な活動はなかった。しかし、今後、
同様の活動については、管轄すべき本学の課外活動規程はこれら活動の現状に適合しな
い部分があることからの見直しは必要である。特に学生団体等の、届出関係の具体化、
金銭管理責任、安全管理責任の明確化、そして、本学公認学生団体等になることで享受
できるメリットを制度化する必要がある。 
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６ 留学生支援業務 
６．１．点検評価の基準項目 

留学生業務の状況･実績の把握と評価、および次年度フィードバック（評価の視点は、留
学生支援業務のプロセス・効率を組織的・継続的に改善し、成果を上げること） 

①留学生の在留資格取得・更新・変更手続き、衣食住など生活環境確保の支援、保健・安
全衛生、そのほか社会生活理解ふくむ社会的諸手続きの支援 

②留学生の奨学金受給に係わる支援 
③留学生の在学中の在留資格管理と指導 

 
６．２．自己判定： 
 留学生支援業務は概ね基準を達成している。 
 
６．２．１．判定理由 
 1. 留学生の在留資格取得・更新・変更手続き、衣食住など生活環境確保の支援、保健・

安全衛生、そのほか社会生活にかかわる理解ふくむ社会的諸手続きの支援は、適宜・的
確に行なわれた。 

プレゼミ担当教員による個別面談やプレゼミ担当教員と連携した、きめ細かな指導
が的確に行なわれた。また、新入留学生オリエンテーションに加えて、半期ごとに留学
生を対象としたオリエンテーションを実施することにより、留学生の各種手続き、生活
習慣やルール、保健・安全衛生など、学生生活と日本における日常生活に必要な理解を
深めるように努めた。 

留学生の単位履修状況、留学ビザを前提とした出席状況、資格外活動ないし昼間活動
の報告により、適切な支援を行った。 

 2．留学生の奨学金受給に係わる支援は的確に行われた。 
奨学金としては、20 年度は 19 年度から対象奨学金を１つ増やし７の奨学金に対し

て学生を推薦した。教職員の連携による学生の指導の継続により、19 年度から 3 名合
格者が増加し 5 名の合格の結果となった。 

 3．留学生の在学中の在留資格管理と指導は的確に行われた。 
毎月の資格外活動について適切に行い、学生との面談により指導を実施した。なお、

新型コロナ感染拡大防止のため、オンラインでの報告も活用して実施した。 
 
（エビデンス） 
 1. 月次委員会議事録 
 2. 月次定例報告書（教授会提出） 

3. 新入留学生受け入れ状況の記録（4 月、10 月） 
4. 留学生オリエンテーション実施要領（4 月、7 月、10 月、2 月） 
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5. 定期健康診断状況の記録（6 月、12 月） 
6. 学生総合保障制度パンフレット 
7. プレゼミ生（新入生）面談記録（7 月、11 月） 
8. 正課外での学外・地域活動で学災保険適用の記録（そのつど） 
9. 正課出席状況の記録、昼間活動と資格外活動の報告状況の記録（通年） 
10. 奨学金学内審査・事前研修・合否結果の記録（そのつど） 

 
（分析方法）主に定性的分析手法 
 1. 細目にある支援の日常結果を共有、分析、対応し、月次委員会で議論 

2. 入学生受け入れ状況の記録を共有、分析、対応し、月次委員会で議論 
3. 定期健康診断状況の記録から専門家の助言を受けて、月次委員会で議論 
4. プレゼミ生（新入生）の面談記録を共有、分析し、月次委員会で議論 
5. 学内ないし学外･地域での交流機会・参加状況を把握しながら、月次委員会で議論 
6. 学生委員会調査結果を共有、分析、対応し、月次委員会で議論 
7. （特定活動中の修了生を除く）正課の出席状況、昼間活動と資格外活動の報告状況の

記録を共有、分析、対応し、月次委員会で議論 
8. 奨学金申請の学内審査結果・事前研修・合否結果を共有、分析、対応し月次委員会で

議論 
 
６．２．２．問題点 

日本国外へ出る場合の不在届の提出方法について、柔軟な活動が出来るような提出方
法の検討を行う予定ではあったが、新型コロナ拡大に伴う学生の安全確保のため 20 年
度は移動の制限により、検討は進まなかった。 

 
６．２．３．提案 

継続して、日本国外へ出る場合の不在届の提出方法としては、柔軟な活動に支障を与
えない方策が望ましい。 

 
６．３．改善 

留学生の活動自体を大きく管理することが無いよう、また With コロナ時代に合った、
不在届の提出方法を検討する。 

 
６．４．今後の向上方策、将来計画および中期アクションプランへの反映 

ＢＥＴＯＡＪＩ、中国留学生会構想など、留学生および同修了生の増加に連れ、国別
の学生ネットワーク活動が胎動している。これらを課外活動として積極的に本学組織へ
取り込み留学生指導の一助とすることが課題である。 
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７ キャリア支援 
７．１．点検評価の基準項目 

キャリア支援業務のプロセス・効率を組織的・継続的に改善する。 
①キャリア支援を必要とする学生に対する支援状況（オンラインの適切な使用状況） 
②キャリア支援に必要な情報収集及び調査の状況 
③キャリア支援に係る教職員の意識啓発機会の提供状況 
④インターンシップ機会の提供の状況 
⑤キャリア支援室の運営状況 

 
７．２．自己判定 

おおむね評価を満たしている。 
  
７．２．１．判定理由 
 基準細目別の点検・評価事項・方法と時期により、以下の自己評価を得た。 
1. 令和 2 年度（2020 年度）は、10 名の求職登録者のうち 8 名が内定を得たが 2 名は内定
を得ることができなかった。うち 1 名は在留資格の日本語力要件を満たしたのちに県内企
業より内定を得ることができる見通しで、残る 1 名は修了後も就職できるまで支援を続け
ていく。学生に対する支援として、入学時のガイダンスの実施、留学生向け就職ガイダンス
の実施、SPI・筆記試験体験会、地元企業とのマッチング支援、学内合同企業説明会の開催、
インターンシップマッチングフェアの案内、支援面談、学外ガイダンスや人材フェアなどの
案内、企業見学の案内、就活に関する一連の資料の掲示・提供、N1 対策講座等の日本語教
室（教務委員会主催）の管理等を計画通り実施した。 
うち就職ガイダンスはリクルート社とマイナビ社の担当者を講師として招いて実施した。 
コロナ禍の状況下、留学生の就職に関し例年行っている面談や指導さらに就職活動状況の
確認などについてはそのほとんどをオンラインで適切に行った。 
さらにコロナ禍による就職活動への影響を鑑み、求職登録については以下の通りとした。 
 ・求職登録期間の延長…2020 年 7 月 31 日（金）まで 
 ・登録方法…求職登録票の提出はメールで行った 
キャリタス UC の使用を 7 月より開始した。 
2. 支援に必要な情報収集及び調査では、ハローワーク担当者との面談、全国キャリア就職・
ガイダンス参加と資料収集、大学等職業紹介業務連絡会議への参加、COC＋教職員研究会
への参加、県内大学・専門学校と県内企業の情報交換会への参加、留学生就職支援ネットワ
ークからの情報収集等の活動を行った。 
就活支援企業との面談、独自の求人企業開拓、個別企業の求人受付、ディスコ社の求人シス
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テムの導入検討などについて適切に対応した。 
3. キャリア支援に係る教職員の意識啓発機会の提供においては、教授会月次結果報告、月
次進路状況の収集と報告等を実施した。さらにコロナ禍の影響下において例年比で内定の
獲得が遅い状況であることをふまえ、ゼミ担当教員に対し、ゼミ生の就職活動状況の把握と
それにもとづく指導や未内定学生との密なコミュニケーションをオフィスアワーを使うな
どしてより積極的に行い、その情報をキャリア支援委員会（室）と共有するよう依頼した。 
4. 新潟県主催のマッチングフェアへの動員を図り、インターンシップへの取り組みを進め
た。 
 
（エビデンス） 
1. 委員会議事録要旨 
2. （教授会提出）月次定例報告書 
3. オリエンテーション時のキャリア支援委員会の案内書面 
4. 学内就職ガイダンス・学内合同企業説明会案内 
5. 学生からの進路報告に基づく月次進路希望状況表 
6． 学内サイトでの各種案内 
 
（分析方法） 

定量的、定性的に分析する 
 
７．２．２．問題点 
1. 本学の求職者は外国人留学生が大半を占めているという特徴があり、本委員会では時期
タイミングを計りながら進学･起業・就職のキャリアパスについて外国人留学生に説明する
機会を増やしてきた。その結果、国内の就職活動の状況に関する被支援者の就活リテラシ
ー・キャリア意識・モティベーションとの間にあるズレについては、完全とは言えぬまでも
かなりの程度まで改善するに至っている。しかし今後さらなる働きかけを行っていく必要
がある。さらにコロナ禍の影響で対面による説明をオンラインに切り替えたことによる理
解の低下も懸念された。 
2. 演習担当教員の各ゼミ生（求職者）に対する就職活動状況についての動向把握と指導に
ついては、ゼミが対面からオンライン中心になったこともあり十分といえるまでの改善が
なされたか十分に確認できなかった。今後さらなる働きかけを行っていく必要がある。 
3. 外国人留学生が日本国内で就職する場合、在留資格の問題が発生する。この問題におい
ては学生本人だけでなく企業側にも在留資格に関する知識が必要であり、行政書士等の専
門家と連携した本学のサポート（企業向け資料等の作成等）を検討する必要がある。 
 
７．２．３．提案 
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1. 留学生へのより充実した情報提供をオンラインにおいても十分に行えるよう手法につ
いて改善を図ると共に、留学生自身の自主性・積極性を重視した就活リテラシーの形成、意
識付け・動機付けを行う。 
2. 演習教員に対し、オンラインによる不便を乗り越えた留学生の求職に対するより一層の
状況把握と指導を行うよう働きかける。 
3. 「就労」に関する在留資格の基礎知識充実をガイダンスによりはかっていく。 
 
７．３．改善 
1. 留学生の就活マインドの醸成に向けて、入学当初からのオリエンテーションに加え早期
の就職研修を実施し、就活リテラシーの形成、意識付け・動機付けを促進する。 
2. 委員会と演習担当教員との間で、留学生の希望するキャリアパス、委員会のキャリア支
援内容などの情報共有を強化する。 
3. コロナ禍の影響下における就職支援活動の在り方を、状況の変化に対応して柔軟に強化
させていく。 
 
７．４．今後の向上方策 
早期に就職に対する取り組みが行えるよう、入学当初から留学生自身がキャリアパスを考
え、決定するため、演習教員とも協力・連携し支援する。 
1. 就職を希望する留学生が希望する企業に就職できるよう前年度の課題等を踏まえ、支援
内容の明確化等、委員会活動をブラッシュアップしていく。 
2. 全ての留学生の進路希望調査を徹底していく。 
3. 留学生必須参加行事を活用し、キャリア教育を実施する。 
4. 「就労」に関する在留資格の基礎知識充実をガイダンスによりはかっていく。 
5. 演習教員、キャリア支援担当職員等に在留資格の意識啓発、研鑽の機会を提供する。 
 
 
８  入試 
８．１．点検評価の基準項目 

①入学試験の日程について 
②入学試験の出願資格について 
③入学試験問題の作成について 
④入学試験の形態について 
⑤書類審査について 
⑥記述式試験について 
⑦面接試験について 
⑧試験結果の評価・判定について 
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⑨合否判定会議について 
⑩合否判定結果の承認について 
⑪合否判定結果の通知および報告について 

 
８．２．自己判定 

満たしている。 
 
８．２．１．自己判定の理由 
 入学試験に関する基準事項は全て適切・公平に運営がなされた。 

本学事業創造研究科では、「アドミッションポリシー」（入学者受入方針）を定めて、「学
生募集要項」、「事業創造大学院大学 専門職大学院案内」、「事業創造大学院大学 ホームペ
ージ」、「大学院説明会」において周知を図っている。その内容は以下のとおりである。 

「本学では、独立したベンチャー企業の創業や組織内での新規事業の創造・経営などに
明確な問題意識を持ち、確固たる目的意識を有する人材を受け入れます。そのため、社
会人として職務経験を有する者の他、起業に対する熱意にあふれ成績優秀な現役学生
も受け入れ対象としています。選抜にあたっては、経済や企業経営の分野に関する学力
試験を行うほか、面接試験を通じて独立起業や組織内事業創造に対する熱意や適性を
有する人材であるか否かを判断します。 
本学が主たる対象として想定するのは、次の 5 つのタイプの方々です。 
1.社会での豊かな経験を有しベンチャー企業の創業を志す人材 
2.企業・官公庁等から派遣され新規事業開発や組織変革を担う人材 
3.高い意欲と基礎学力を有し将来の起業を目標にした新卒者 
4.日本企業や日本に関連する国際的な新規事業への従事や起業を志す留学生 
5.事業承継者」 

そして、「独立したベンチャー企業の創業、組織内での新規事業の創造などへの明確な問
題意識・目的意識」を重視して国内外に広く学生を募集している。 

学生受入方法としては、「入試委員会」を中心に組織的に適切な入学試験がおこなわれて
いる。また、多忙な社会人の業務都合への柔軟な対応や、優秀な留学生の確保のために、秋
学期（10 月）入学の学生も受け入れている。 

試験方法では出願形態別に「書類審査」・「記述式試験」・「面接試験」・「課題提出入試」・
「課題審査」などを組み合わせ（今年度は、新型コロナウィルス感染症の影響のため、記述
式試験を課題審査で代替することとした）、「独立したベンチャー企業の創業、組織内での新
規事業の創造などへの明確な問題意識・目的意識」の評価を重視している。 

合否判定会議についても、合否判定会議資料のとおり厳正なる合否判定が、明確な判定基
準のもと運営されている。 

なお、今年度も、入試制度をより改善向上させるため、入試問題作成、面接試験を担当し
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た教員に対して、検証のための質問紙調査を行った。 
 
（エビデンス） 

①入試委員会議事録 
②合否判定会議資料 
③入学試験結果に関する教授会報告資料 
④入学試験のあり方についての質問紙調査回答 

 
（分析方法） 

①入試委員会議事録の内容分析（定性的分析） 
②合否判定会議資料の内容分析（定性的分析） 

 
８．２．２．問題点 

問題点は特にない。 
 
８．２．３．提案  

入試制度をより改善向上させるため、来年度も、入試問題作成、面接試験を担当した全て
の教員に対して、検証のための質問紙調査を行う。 
 
８．３．改善 

今年度は、コロナ禍のなか適切に入試を実施することが最優先課題であった。通常とは異
なる入試運営が必要とされたが、入試委員会で対応を検討し、適切に入試を実施することが
できた。新型コロナウィルス感染症が収束するまでの間は現在の入試運営を続けなければ
ならないが、質問紙調査を通して得られた教員の意見も踏まえたうえで、問題点があれば改
善に努めていく。 
 
８．４．今後の向上方策 

入学試験のあり方についての質問紙調査の回答を検証し、入試制度のさらなる改善向上
について検討する。来年度も、入試問題作成、面接試験を担当した全ての教員に対して、検
証のための質問紙調査を行い、入試制度の改善向上についてより組織的な取組みとしてい
く。 
 
 
９ 広報 
９．１．点検評価の基準項目 

各種広報活動の改善点・課題の発見とフィードバック 
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９．２．自己判定 

満たしている。 
 
９．２．１自己判定の理由 

今年度の広報活動計画に沿って広報活動を実施しつつ、広報活動への反応（集客数やア
ンケート結果など）を分析し、以後の広報活動に役立てようとした。 

 
（エビデンス） 
1．2020 年度広報年間スケジュール 
2．広報委員会議事録 
3．アンケート結果 

本学オープンキャンパス（合計 7 回実施）、税法会計演習説明会（合計 5 回実施）、特別
講義・特別講演（合計 8 回実施）。 

 
（分析方法） 
広報委員会議事録の内容分析（定性的分析） 
 
９．２．２．問題点 

問題点は特にない。 
 
９．３．改善 

2020 年度においては、年度開始前に作成した広報活動計画に基づき広報活動を実施した。
2019 年度の広報委員会における広報活動への反応（集客数やアンケート結果など）の分析
を踏まえて広報活動計画を策定し、それに沿って広報活動を実施したものである。2021 年
度も引き続き広報活動の質の向上を図っていきたい。 
 
９．４．今後の向上方策、将来計画および中期アクションプランへの反映 

以下のいずれもが達成すべき向上方策である。 
1．広報活動の内容の更なる充実 
2．新たに必要性が認められる広報活動の実施 
3．地域社会の要望に合った各種課外講座の開講 
 
 
１０ 国際交流 
１０．１．点検評価の基準項目 
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①入学した留学生数による達成状況の評価 
②新規の海外大学との交流協定締結の数と進捗状況 
③海外諸国に関連する研究、共同研究、論文・著書、学会発表の数 
④海外交流協定締結大学の教員と相互交流を行ったか否かの点検 
⑤海外諸国との事業を希望する学生に対し海外提携校を紹介したか否かの点検 

 
１０．２．自己判定 

基準を満たしている。 
 
１０．２．１．自己判定の理由 

留学生数・交流協定校の締結数・海外諸国に関する研究・教員交流・学生に対する海外提
携校の紹介等に関する事項は適切に運営がなされた。詳細は以下のとおりである。 

① 入学した留学生数による達成状況の評価 
② 新規の海外大学との交流協定締結の数と進捗状況 
「国際交流委員会」（2012 年設置）は，本学の国際化についての方向性を戦略的に決定し，

大学間交流協定に関する意志決定・統一を図るための組織であり交流協定の拡大等の全学
的な国際化の取り組みを行っている。2014 年度には「事業創造大学院大学における海外の
大学との交流協定締結の考え方について」と「事業創造大学院大学 交流協定締結手続きと
運用に関する規則」を定め、交流協定締結大学の方向性を明確にし、新規の海外大学との交
流協定締結と優秀な留学生の獲得に取り組んだ。 

2021 年 3 月末までに、提携した大学は 43 大学（ベトナム 7、中国 3、モンゴル 4、ロシ
ア 6、韓国 1、タイ 2、インドネシア 3、カンボジア 2、スロバキア 2、ハンガリー4、イン
ド 1、イタリア 1、カザフスタン 2、ウクライナ 2、キルギス 1、ウズベキスタン 1）にのぼ
る。 

このうち、インド（ティラク・マハラシュトラ大学）、ベトナム（貿易大学、ハノイ大学、
ダナン外国語大学）、カンボジア（王立プノンペン大学）、中国（延辺大学）、インドネシア
（デンパサール・マハサラスワティ外国語大学）、タイ（泰日工業大学）、モンゴル（モンゴ
ル国立大学）から優秀な留学生を受け入れた。 

2020 年度は、国費外国人留学生として、カザフスタン・アルファラビ名称カザフ国立大
学から 1 名を受け入れた。 

また、国費留学生以外は、コロナ禍の影響下のなか、私費留学生の受入は順調に伸びてい
るとまではいえないものの国内外から志の高い優秀な留学生が入学し、学内の国際化が進
んでいる。大学間交流協定校からの留学生数は、2021 年 3 月 31 日現在で累計 228 名に達
した。 
③ 海外諸国に関連する研究、共同研究、論文・著書の数 

海外諸国に関連する研究や共同研究は着々と進んでおり、論文・著書・学会発表の数も増



 
 
 

27 
 

加している。2020 年度には本学教員により、日本経済、グローバル経済の相互発展に貢献
する事業や企業の研究や企業のグローバル化の研究、国際レベルでの研究(英語論文、英語
による学会報告)が論文５篇、国際的な学会発表やシンポジウム等１篇、著書１篇合計７が
なされた。 
④ 海外交流協定校の教員や修了生と相互交流の進捗状況 

海外交流協定校の教員や修了生と相互交流を行った。 
ベトナム 
・鈴木広樹准教授はハノイ国家大学外国後大学へ共同作成した会計教育教材を送付し、新型
コロナウィルス感染症収束後に先方で同教材を用いた講義を実施すること等を検討した。 
・富山教授は貿易大学フエ講師ら３名と共著論文を執筆し、紀要へ投稿し 2021 年４月に発
行された（著者：グエンティビックフェ・富山栄子・グエントゥートウイ・ホアンレトゥー
フォン 論文題名：「マクドナルドのベトナム市場での苦戦に関する一考察：ベトナムマク
ドナルドの経営戦略の不整合性を中心に」 
・鈴木悠哉准教授はハノイ大学日本語学部開講の講義「国際取引契約」において、「国際取
引と課税」と題する遠隔講義を実施した（2020 年 12 月 21 日(月)）。 
・富山教授はダナン外国語大学 Nguyen Van Doan 講師（本学学生）と共同研究について打
ち合わせを行った。 
・ベトナム在校生・修了生とは SNS（FB）にて交流を促進した（濱田課長他）。 
中国 
・岸田教授は大連大学の２人の講師たちと共同研究を実施し、紀要へ投稿し 2021 年４月に
発行された（著者：岸田伸幸・王鵬・姚海峰 論文題目：「新常態」での中国残留日系サプ
ライヤーの生残り戦略〜㈱滝田グループ中国現法の展開と新事業開発〜） 
・同窓会中国支部はコロナの影響で設置できず、在学生と修了生間は SNS(Wechat)を通じ
た交流が頻繁となった。しかも、中国留学生学友会は中華人民共和国駐新潟総領事館の承認
が得られて、今後の活動に対して経済的支援をすることになった（金講師）。 
モンゴル 
・唐木教授はモンゴル国立大学の窓口教員であるモンゴル国立大学ビジネススクール
Batdelger 准教授とホットなトピックとなっていた「遊牧住民の税務教育（納税システムへ
の包摂）」にて内々定していたものの、仕切り直しが必要な見込みとなった。 
タイ 
・岸田教授が泰日工業大学 Rachata Rungtrakulchai 准教授担当講義に遠隔参加し相互理解
を深めた。 
・富山教授は泰日工業大学教員 Jermvivat Nutthacha 講師（本学学生）と共同研究の「うち
合わせを行った。 
⑤ 海外諸国との事業を希望する学生に対し海外提携校を紹介 
・海外諸国との事業を希望する学生に対し、現役留学生を紹介し協働に向けて動いた。海外
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提携校の紹介は必要性がなかった。 
 
（エビデンス） 

1．国際交流委員会会議資料と議事録 
2．新規の海外大学との交流協定書 
3．海外諸国に関連する教員の研究、共同研究、論文・著書の一覧表 
4．海外交流協定校の教員との相互交流に関する報告書 
5．国際交流委員会会議資料と議事録 
6．新規の海外大学との交流協定書 

 
（データ） 
 1．大学間交流協定校からの留学生入学者数 

2．事業創造大学院大学を修了した留学生の統計(D-2) 
 
（分析方法） 

1．大学間交流協定校の推移（定量的分析） 
2．大学間交流協定校からの留学生数（定量的分析） 
3．国際交流委員会会議資料と議事録分析（定性的分析） 

 
１０．２．２．問題点 
 1．コロナ禍により海外交流協定校への訪問や交流、共同研究等がやや停滞気味である。

２．2019 年度に指摘された事項に関する改善点 
  「海外諸国に関連する研究や共同研究は進んできているが、大学間交流協定校がある国

に関連する研究は十分に多いとは言えない」との指摘に対して 2020 年度は交流協定校
の教員らとの共同研究が進み、論文として上梓することができた。 

 
１０．２．３．提案 
 TEAMS や ZOOM を活用した、海外交流協定校との交流や共同研究を企画し交流や共同
研究を企画・促進する。 
 
１０．３．今後の向上方策、将来計画および中期アクションプランへの反映 

各国別に担当教員を割り当て、教育、研究交流等の進捗状況について報告し意見交換す
る。交流協定校の教員との教育・研究交流を TEAMS や ZOOM 等を活用して積極的に
実施していく（上記問題点に対する中期計画）。 
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１１ 図書 
１１．１．点検評価の基準項目 

図書館環境を組織的かつ継続的に改善する。評価の視点は、図書館運営および各種図書
館関連活動の改善点・課題の発見と改善・解決 

①図書館運営および各種図書館関連活動の改善点・課題の発見 
②図書館運営および各種図書館関連活動の改善点・課題の改善・解決 

 
１１．２．自己判定 

基準を満たしている。 
 
１１．２．１．自己判定の理由 
視点 1：図書館運営および各種図書館関連活動の改善点・課題の発見 
・図書館利用者を対象とした意見箱の設置 
・蔵書点検の実施 
・改善点・課題の組織的な点検・評価・実施 
・別途アンケートにおける設備、図書館、蔵書に関する意見の抽出 

→利用者が、意見箱を通じて、随時図書館に対する要望を提出できるようにしている。
また、投稿された意見に対しては、学内サイトや図書館内への掲示によって随時回答
を行っている。 

→意見箱に加えて、改善点・課題を抽出するため、図書委員会においてアンケートを 実
施し、図書館に関する意見を確認している。 

→これらの意見箱・アンケート結果に基づき、対応の検討等を行っている。 
→図書委員会で組織的に点検・評価を実施した。 
→蔵書点検を、2021 年 3 月 22 日及び 23 日に実施した。 

以上の事実から、本学は、「図書館運営および各種図書館関連活動の改善点・課題の発見」
が、達成されていると評価する。 

視点２：図書館運営および各種図書館関連活動の改善点・課題の改善・解決 
・意見箱への投稿意見は投稿された時点ですみやかに図書委員会が内容の確認、対応の検討
等を行う 
・定期的に図書委員会を開催し、図書館環境、蔵書、電子ジャーナルについて組織的に点検・
評価・検討する 
・県下の図書館会議に参加し、本館と他の図書館との取り組みを比較し、改善策を検討する 
・その他、図書館運営に関し生じた問題に対し適切に改善を行う 

意見箱への投稿意見は投稿された時点ですみやかに図書委員会が内容の確認、対応の検
討等を行っている。図書委員会での議論、実施したアンケート結果等を踏まえて以下の行動
を実施した。 
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→意見箱については、2020 年度コロナ禍にあり館内の長時間利用を制限したため、利用
がなかった。 

→学生委員会実施の学生アンケートに記載があった「館内パソコン起動が遅い」件につい
て、2021 年 1 月に館内パソコンの入れ替えを実施した。 

→図書委員会アンケート記載の「蔵書の予約や取り置きを Web 上から出来るようになる
とありがたい」件について、図書システムを利用して、学外から図書予約や取り置きが
出来ることを図書館広報誌“Library News Letter 2020vol.3”を通じて、学生に周知した。 

→2020 年度第 26 回新潟県大学図書館協議会及び情報交換会にオンラインで参加した。
各種報告、協議事項・承合事項検討を行った。 

→文科省の指示に沿ったコロナ禍における図書館活動を実施した。具体的には、以下の通
り。 

 ・防止対策を実施しての開館、事前予約制の実施、1 回当りの利用時間の短縮。 
・オンラインによる論文・記事検索ガイダンス、データベース利用者説明会の実施。 
・外部からの図書館データベース、電子ブックの利用開始。 
・オンライン授業期間中の文献複写、図書貸出の郵送サービス（有料、希望制）。 
・図書利用説明動画の作成、図書館ホームページでの公開。 

→学生の図書館の積極的な利用を促すとともに、情報リテラシー教育の充実を図るため、
図書館広報誌“Library News Letter”を年間 3 回発行した。 

→図書館蔵書の充実を図るため、教員による教科書、参考書を含む推薦図書の選書を実施
した。 

→図書館の資料充実として、白書・統計・年鑑の選書を実施した。 
→新入生向けに、図書館の使用方法について動画案内を作成・公開するともに、希望者に

は図書館見学会を実施した。 
→海外電子ジャーナルデータベース「Emerald eJournals」の利用を開始した。 
→逐条解説書データベース「DHC コンメンタール所得税務釈義」の 2021 年度契約を行

った。 
以上の事実から、本学は、「図書館運営および各種図書館関連活動の改善点・課題の改善・
解決」が、図書委員会による点検・評価に基づく実行活動によって達成されていると評価
する。 

 
（エビデンス） 
1. 2021 年度購入図書リスト 
2. 図書委員会議事録（2020 年度 4 月〜3 月） 
3. Library News Letter 2020 Vol.1〜3 
4. 2020 年度図書委員会アンケート（アンケート用紙及び集計結果） 
5.  2020 年度蔵書点検報告 
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（分析方法） 
1. 図書委員会アンケート結果に対する分析 
2. 意見箱投稿意見に対する分析 
3. 蔵書点検結果に対する分析 
4. 図書委員会議事録の内容分析 
 
１１．２．２．問題点： 
1. これまで利用者からの意見収集を意見箱から行ってきたが、投稿意見が少ないため、代
替案を検討する必要がある。 
2. コロナ禍における感染症拡大防止に配慮しながら、学生、教員の図書館サービス利用の
機会を継続するよう努める。 
3. 図書館利用率向上に向け、院生の図書館の積極的な利用を促す必要がある。 
4. 経営系の専門職大学院に適した「図書館環境を組織的かつ継続的に改善」するための議
論を深める必要がある。 
 
１１．２．３．提案 
1. 図書委員会アンケートを継続的に実施する。 
2. 利用率向上に向け、学生に定期的なサポート情報及び利用説明会の場を提供する。 
3. 経営系の専門職大学院に適した蔵書に向けたポリシーと選書に努める。 
 
１１．３．改善 
1. 2020 年度図書館アンケートを実施し、学生の図書館利用状況等に関するデータを収集
し、図書館環境改善に向けた検討を行った。2021 年度以降も継続的にアンケートを実施し、
意見の収集に努める。 
2. 学生に図書館の積極的な利用を促し、必要情報の周知に努めるため、定期的に図書館広
報誌“Library News Letter 2020 vol.1〜3”を発行した。2021 年度以降も必要に応じ継続的に
発行する。 
3. 2021 年度以降も説明会やガイダンスは、オンラインに移行して実施する。 
4. 選書方針《・事業創造という専門性に焦点を絞る・新潟県の地域性を重視する・国際展
開に資する（東アジアを中心とした）》に則して、2021 年度の選書計画を立案、教員による
推薦購入図書の選定を行った。選定した図書は 2021 年度に購入する。 
 
１１．４．今後の向上方策 
1. 図書委員会での十分な議論に基づく図書館環境を組織的かつ継続的に改善。 
2. 同法人である新潟医療福祉大学、新潟食料農業大学との互換体制等を含めた更なる連携
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強化に向けた継続的な検討。 
3. 新型コロナウィルス感染拡大防止のための図書館内環境を整えるとともに、利用者がオ
ンラインで利用できるサービスの充実を図る。 
 
 
１２ SD・FD 
１２．１．点検評価の基準項目 

教育目的の達成状況の評価とフィードバック、職能開発に向けた取り組みの組織的か
つ継続的な実施を基準とする。 
①教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発 
②教育内容・方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック 
③職能開発に向けた組織的な取り組みとして研修・講演会の実施 

 
１２．２．自己判定 
 SDFD 委員会 FD 部会のための基準を満たしている。 
 
１２．２．１．自己判定の理由 

視点①： 
  本学では、各科目について、学期末のタイミングで受講生を対象とした「講義アンケ

ート」を実施しており、その結果を授業改善に役立てている。この講義アンケートは、
授業に関するアンケート項目はもちろんのこと、受講生の授業外の学修などに関するア
ンケート項目も含んでいる。また、本講義アンケートでは自由記述も許しており、受講
生が意見を率直に書き込めるようにもなっている。したがって、本学では、各教員が担
当する科目の講義アンケートの集計結果と自由記述結果に基づいて、シラバスで設定し
た教育目的の達成状況を点検・評価できるようになっている。アンケート項目や実施方
法についても、アンケート効果を向上させるため、教務委員会とともに修正を継続して
いる。今年度においてもアンケート実施方法について改善を行ない、自由記述の記載が
増え、点検・評価に役立った。 

  本学における教育目的の達成状況の点検・評価は、上述したように教員が個人的に実
施するだけでなく、本学で学期中に毎月開催されている FD 部会において組織的にもな
されている。FD 部会は、開講している講義科目を対象とした相互参観も実施しており、
春・秋学期において各一回の講義参観をおこなっている。参観コメントを記述し、この
FD 部会の場で共有、討議している。シラバス執筆要領についての研修を開催し、シラバ
スの適切な作成方法について検討、確認した。 

  昨年度は「アセスメントポリシーについて」と題する FD 研修会後にルーブリックワ
ーキンググループを設置した。ここでは起業系講義科目である「ビジネスプラン作成法」
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についてルーブリックを作成した。今年度は教育の質保証担保のため、この「ビジネス
プラン作成法」のルーブリックを試験的に運用し、アンケートを実施し一定の成果を確
認した。 

  以上のことから、本学は、「教育目的の達成状況の点検・評価」が、それぞれの科目に
対する学生による講義アンケートとその結果に対する教員個人ならびに教員組織による
点検・評価によって達成されていると評価する。 

視点②： 
  講義を担当した教員は、それぞれの講義アンケートの集計結果と自由記述を受け取る

と、そこから良好な点や問題点あるいは改善点を見いだし、その理由を明らかにすると
いう形で分析を行う。そして、各教員は、集計結果と自由記述結果を含むアンケート結
果に対してカウンターコメントを作成するとともに、当該学期に実施した講義が当初の
教育目的を達成しているかどうかについて自己点検・評価する。本学では、そのための
専用シートを用意しており、各教員はそれを用いる。そのうち、カウンターコメントに
ついては受講生へのフィードバックとして学内サイトで公開することにしている。なお、
各教員による講義アンケートに対する自己点検・評価の結果は次年度のシラバスに反映
される。 

  演習については、演習委員会を毎月開催して改善活動が活発におこなわれている。詳
しくは演習委員会の自己点検を参照されたい。 

 以上のことから、本学では、「教育内容・方法及び学習指導の改善へ向けての評価結果の
フィードバック」が、それぞれの科目の講義アンケートの結果に対する教員のカウンタ
ーコメントを受講生へ学内サイトを介してフィードバックすることで実施されていると
評価する。 

視点③： 
新潟医療福祉大学と合同で科研費説明会を開催し、研究活動の一層の充実を図った。

今年度はコロナ禍に対応してオンライン授業やハイブリッド授業に関連した研修を実
施した。機器やシステムの操作とともに効果的な授業の方法などの研修を実施した。ま
た、授業目的公衆送信補償金制度に関する研修も実施し、オンライン授業を円滑に進め
るスキルの向上に努めた。 

以上のことから、本学では、「職能開発に向けた組織的な取り組みとして研修・講演会
の実施」が実行されていると評価する。 

 
（エビデンス） 
1. 講義アンケート票 
2. FD 部会資料と議事録 
3. カウンターコメントおよび自己点検・評価票 
4. 学内サイト 
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5. FD 研修会資料（効果的なオンライン教育研修会・2020 年 10 月 13 日開催） 
6. SD 研修会資料（科研費説明会・2020 年 9 月 16 日開催） 
7. SD 研修会資料（授業目的公衆送信補償金制度研修・2021 年 1 月 20 日開催） 
 
（データ） 
1. 講義アンケートの統計処理結果と自由記述 
2. 教員からのカウンターコメントと自己点検・評価 
3. 教員相互参観時コメントシート 
4. FD 部会議事録 
 
（分析方法） 
1. 受講生に対する講義アンケートの自由記述の内容分析（定性的分析） 
2. 教員によるカウンターコメントと自己点検・評価の内容分析（定性的分析） 
 
１２．２．２．問題点 
特になし 
 
１２．２．３．提案 
1. 外部講師を招いた FD 研修の開催の定例化 
2. ゼミ長会を巻き込んだ FD の模索 
3. アセスメントポリシーについての議論 

 
１２．３．改善： 

コロナ禍に即応した各種研修の実施 
 
１２．４．今後の向上方策、将来計画および中期アクションプランへの反映 

継続的に外部から講師を招聘し、専門職大学院としての教育の質的向上に向けて FD の
実施 

 
 
１３ 人権 
１３．１．点検評価の基準項目 
  ハラスメント発生時の学内体制 

①ハラスメントの予防状況 
②ハラスメント発生時における対応状況 
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１３．２．自己判定 
 基準を満たしている。 
 
１３．２．１．自己判定の理由 
1. 全教職員・全学生にハラスメントに関するパンフレットを配布し、意識の向上を図った。 
 
（エビデンス） 
1． ハラスメントに関するパンフレット(日本語版／英語版） 
2． ハラスメントの防止および対策に関する規則、ガイドライン(シラバス・学生便覧掲載) 
3． 人権委員会議事録 
4． ホームページ（https://www.jigyo.ac.jp/about/harassment/） 
 
１３．２．２．問題点 
1. 各種研修への参加が低調である。 
2. 学生に向けた啓蒙活動がない。 
 
１３．２．３．提案 
 教職員全員に対する講習会を学内で開催する。 
 
１３．３．改善 

同一法人大学(新潟医療福祉大学)実施の講習会には関係者が必ず参加する。 
 
１３．４．今後の向上方策、将来計画および中期アクションプランへの反映 
2021 年度の計画 

1. 同一法人大学(新潟医療福祉大学）実施の講習会については、教職員に参加を促す。 
 2. 人権委員会 Web ページの改善に取り組む。 
今後の向上方策 
 1. 人権委員会委員は、ひきつづき、各種研修に参加する。 

2. 英語版パンフレットの活用方法、及び、他外国語版パンフレットの作成について検討
する。 

 
 
１４ 新潟地域活性化研究所 
１４．１．点検評価の基準項目 

①新潟地域活性化研究所による地域研究の推進と成果の還元状況 
②自治体・地域企業との共同研究、課題解決の推進（産業競争力の向上、グローバル化）

https://www.jigyo.ac.jp/about/harassment/
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状況 
③アントレプレナーシップの醸成と戦略的なデザイン思考を併せ持つ、実践的な教育・

訓練の推進と起業の促進 
 
１４．２．自己判定 
 基準を満たしている。 
 
１４．２．１自己判定の理由 

詳細は以下のとおりである。 
１４．２．１．１客員研究員・主幹研究員の研究活動 

2020 年度当初から在籍の①客員研究員、②主幹研究員の５名については、前年に引き続
き担当教員の指導の下で、それぞれ下記に関するテーマについて研究を行っている。2020
年度は、「④2020 年度の研究活動内容」に示す主幹研究員による論文一編が、本研究所での
研究に関連するものとして公表された。 

また、2020 年度中に新たに下記の「③新任客員研究員」1 名が就任し、研究に取り組み
始めた 

① 客員研究員 
金子秀光：新潟県勤務 (担当：高中教授退任に伴い引継教員検討中) 

研究テーマ：「廃炉への対応とビジネスチャンス」 
西野廣貴：新潟市勤務 (担当：富山教授) 

研究テーマ：「新潟における地域活性化に関する調査・研究」 
石本貴之：特定非営利活動法人新潟 NPO 協会 代表理事・事務局長 (担当：富山教授) 

研究テーマ：「ＳＤＧｓ(持続可能な開発目標)のローカライズ」 
樋口督水：(株)ＮＳＧソシアルサポート 代表取締役 (担当：富山教授) 
 研究テーマ：「ＳＤＧｓの視点でみる障害者雇用を中心とした多様性ある働き方がもた

らす経済効果の展望と課題」 
シヒコリン：新潟大学非常勤講師 (担当：富山教授) 
 研究テーマ：「内モンゴル東北地域における『半農半牧畜業』の実態について」 

② 主幹研究員 
グェン ティ ビック フエ；ハノイ貿易大学 講師 (担当：富山教授) 

研究テーマ：「ベトナムに進出した新潟企業における採用および新入社員教育の現状と
課題」 

③ 新任客員研究員 
土屋郁夫：国立大学法人上越教育大学 大学院 学校教育研究科 専門職学位課程 
 教育実践高度化専攻 現代教育課題研究コース 発達と教育連携領域(担当：富山教授) 

研究テーマ：「上越地域における「持続可能な未来」のための処方箋−処方箋その１： 
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大学新設による持続可能性の向上策−」 
 
１４．２．１．２．自治体・地域企業との共同研究、課題解決の推進 

ＮＳＧグループと共同で設置した循環型社会プロジェクトについては、これまで当研
究所客員研究員であった阿部・飯野両氏が中核となって、ＮＳＧグループ内企業、県内大
学・研究機関、行政機関、団体などと連携しながら新潟県における循環型社会の実現に向
けた具体的取り組み、事業化に関する検討を推進してきた。しかし、ＮＳＧグループ内で
企業横断型の運営体制を整えたこと、地域内の取り組みとしても一定の進展がみられる
ようになったことから、当該プロジェクトは発展的解消とすることとした。 

NEDO の「ポスト５G 情報通信システム基盤強化研究開発事業/先導研究」プロジェク
トは、2020 年 10 月に本学が参画する研究開発グループ（代表事業者：株式会社エムスク
エア・ラボ。共同実施者は、株式会社 Gclue、静岡理工科大学、東京大学等）として採択
され設置した。本学は当研究所が中心となって当該プロジェクトに協議・検証という役割
を担い参画することとなった。具体的な取組は 2021 年 4 月からであり、当年度において
は、農業分野における活用可能性の分析と設計・開発が先行して行われたことで、本学の
具体的な参画までには至らなかった。 

大学連携新潟協議会ビッグデータ・オープンデータ活用研究会（新たに通称名を”Data 
for Niigata”と設定）における活動の一環として、同研究会が参加する全国イベントであ
るアーバンデータチャレンジ（UDC）2020 にかかわるイベント等に参画した。 

また、「新潟市スマートシティ協議会」「新潟地域連携コミュニティ」に参画し、自治体・
地域企業・大学などと連携しながら地域課題の解決に向けた活動および体制整備に取り
組んでいる。新潟地域連携コミュニティについては、当年度まで行われていた「地(知)の
拠点大学による地方創生推進事業(COC＋)」での取組みを継続する体制づくりを行い、
活動を開始している。 

 
１４．２．１．３．アントレデザイン塾、女性起業家育成塾などを通じた実践的な教育の推

進と起業の促進 
①アントレデザイン塾を通じた実践的な起業家育成教育と起業の促進 

2018 年からスタートした「アントレデザイン塾」において、起業意欲が旺盛な院生と
修了生を対象として、正課外で実践的な起業家育成教育と起業支援を実施している。この
うち、2019 年度春学期修了のベトナム人留学生は、新潟駅南にてベトナムコーヒーショ
ップを 2021 年 1 月に開業した。また同時期修了の中国人留学生は醤油・豆板醤をベース
とした調味料の製造販売会社を承継予定で、修了後中国に戻り、調味醤の新製品展開計画
を推進中である。 

当年度のアントレデザイン塾は、オンラインを中心に 30 回以上開催されたものの、修
了生の参加が主体となることが多かった。 
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②女性起業家育成塾を通じたアントレプレナーシップの醸成と起業の促進 
本学では、新潟県内における女性の「起業」や「事業創造」を促進し、地域活性化につ

なげるべく、本学在学生を対象として、「女性起業家育成塾」を実施し、起業支援・アド
バイスを行っている。2020 年度は、2021 年 3 月に事業計画書発表会が開催され、在学生
で起業済み／起業を志す女性留学生（中国とインド）2 名ほかが計画を発表し、池田弘
NSG グループ会長、池田祥護 NSG グループ代表ほかから講評をいただいた。すでに燕
市で企業を運営している中国人留学生（経営管理ビザ）は、新規に事業を開始するリサイ
クル事業と人材管理事業について、修了後に起業を志すインド人留学生は、インド式ハタ
ヨガ教室の開設について発表を行った。 

 
（エビデンス） 

1． 新潟地域活性化研究所運営委員会議事要旨 
2． 2020 年度 新潟地域活性化研究所の運営体制 
3． 新潟地域活性化研究所運営委員会資料：NEDO「ポスト５G 基盤強化研究開発事業」

プロジェクト概要 
4． 「アントレデザイン塾」実施状況 
5． 「女性起業家＋α 育成塾」 実施要綱 

 
１４．２．２．問題点 

特になし 
      
１４．３．今後の向上方策、将来計画および中期アクションプランへの反映 
 引き続き、研究員の地域研究の活性化、地域・県内企業との取り組みによる実践的な PBL
型の教育・研究の推進、起業家育成に向けた取り組みとアントレデザイン教育に向けたノウ
ハウの蓄積を積極的に行う。 
 各研究員の研究の進捗状況や新潟地域活性化研究所としての活動状況を把握した上で、
年度計画(アクションプラン)の達成に向けた方策の検討を行うとともに、起業家育成に向け
た取り組みについて 2021 年度の年度計画(アクションプラン)へ反映させる。特にコロナ禍
以降低調となっている学外との協業や対外的な施策について積極的に展開していく。 

以上 


